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　自動車税は、毎年 4 月 1 日現在の運輸支局の登
録に基づいて課税される道税です。平成 25 年度の
納期限は 5 月 31 日です。必ず納期限までに納めま
しょう。
　納税通知書は 5 月 7 日に発送しますが、住所を
変更された方や納税通知書が届かないという方は、

「北見道税事務所納税課」までご連絡ください。
　自動車税納税通知書（バーコードが印字されてい
るもの）は、従来の金融機関のほか、指定のコンビ
ニエンスストアから納税することもできます。平日
や日中、お仕事などで納税することができない方は、
ぜひご利用ください。
　事情があって「納期限までに納められない」又は

「一度に納められない」などの場合は、ご相談くだ
さい。

【お問い合わせ】
北見道税事務所納税課納税第一・第二係
Tel　0157・25・8686
◆自動車税・自動車取得税の仕組みなどについての
　お問い合わせは、札幌道税事務所自動車税部へ
○自動車税の課税について　
　Tel　011・746・1190
○自動車取得税の課税について
　Tel　011・746・1195
○道税ホームページ
　http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/zim
○札幌道税事務所ホームページ
　http;//www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/dzc/

　65 歳になられる方で国民年金期間のみの方（1 号被
保険者）は、老齢基礎年金の裁定請求書が届きますの
で、誕生日後に町民課戸籍年金係で手続きを行ってくだ
さい。
　厚生年金加入期間がある方（2 号被保険者）や、厚生
年金加入者に扶養されていた配偶者（3 号被保険者）の
方は、北見年金事務所での手続きとなります。
☆持参するもの
○印鑑
○本人及び配偶者の年金証書（年金受給者）
○本人及び配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書
○運転免許証など本人確認ができるもの
○預金通帳（年金振込先確認のため）
○日本年金機構から送付される「裁定請求書」
※住民票コードがわからない方や配偶者の方の年金加入
　種別によっては、住民票などが必要な場合があります。

【お問い合わせ】
役場町民課戸籍年金係　Tel　2・1212

　中小企業退職金共済制度、〝中退
共制度〟は同居の親族のみを雇用す
る事業所でも加入できます。
　新規加入の事業主及び掛金月額を
増額する事業主には掛金の一部を国
が助成し、掛金は非課税となります。
　事業主の皆さん、ぜひ中退共制度
をご利用ください。
　
◆加入できる方
①小規模企業共済制度に加入してい
　ない方。
②加入する際に以下の書類を提出で
　きる方。（同居の親族の従業員の
　場合）
○小規模企業共済制度の契約者でな
　いこと及び使用従属関係があるこ
　との確認書
○労働条件通知書の写し若しくは労
　働条件確認書
○賃金の支払いがあることが確認で
　きる書類（賃金台帳、経費帳又は
　所得税源泉徴収簿いずれかの写し）

　消防車がサイレンを鳴らして家の
近くを通ったときなど、「家の近く
で何かあったのかな？」などと思っ
たことはありませんか？
　そんなとき、災害情報ダイヤルに
ご連絡ください。そのとき起きてい
る災害の情報（○○で火災が起きて
います。など）を聞くことができま
す。災害状況等自動案内装置で自動
音声で災害情報をお知らせします。

◆災害情報案内ダイヤル
Tel　0158・49・2131

　これまで行政相談委員としてご活
躍されていた今井經二氏に替わる行
政相談委員として、山本英人氏が平
成 25 年 4 月 1 日付で総務大臣から
委嘱されました。
　行政相談委員は行政と町民のみな
さんとのパイプ役です。
　年金、窓口サービス、登記、道路
などの役所の仕事について、お困り
ごとや苦情などがありましたら、行
政相談委員が相談に応じています。
相談は、無料・秘密厳守 !!お気軽に
口頭、電話、手紙で行政相談委員に
ご相談ください。

◆総務省行政相談委員
　氏名　山本　英人　氏
　住所　宮前町 30 番地
　Tel　2・2494

※小規模企業共済制度の共済契約者
　であった期間は、過去の勤務期間
　の対象となりません。
　詳細については、下記までお問い
合わせいただくか、ネットで〝中退
共〟で検索いただくと制度のＱ＆Ａ
がご覧いただけます。

【お問い合わせ】
中小企業退職金共済事業本部
Tel　03・6907・1234

　6 月 1 日は、人権擁護委員の日です。人権擁護委
員は、いつでも地域住民からの相談に応じています。
相談内容についての秘密は守られます。相談は無料
で、難しい手続きもありません。
　人権相談は、離婚相談などの家庭内の問題や借地・
借家の問題、隣近所のもめごとなど、とても幅広い
内容となっています。気軽に相談できる場所として、
人権相談所が法務局で常時開設されています。
　本町でも、下記のとおり特設なんでも相談所を開
設しますのでお気軽にご利用ください。

◆特設なんでも相談所
○日　時　6 月 1 日　13 時～ 16 時
○場　所　佐呂間コミセン　1 階会議室
☆人権擁護委員　内藤　学峰　氏
　　　　　　　　桐山三津代　氏
　　　　　　　　浅田　　清　氏

　北見児童相談所による「移動総合
相談室」が佐呂間町で開設されます。
　相談は、児童の発達・非行・不登
校・しつけに関することや療育手帳
の判定など種別は問いません。相談
を希望される方は、1 ヵ月前までに
役場保健福祉課社会福祉係又は保健
師にお申込みください。
※詳しい時間や場所は、相談順番な
　どを決めた後、申込者に直接お知
　らせします。

◆移動総合相談室
○開設日　  7 月 22 日
　　　　　10 月 28 日

【お問い合わせ】
役場保健福祉課社会福祉係
保健推進係　保健師
Tel　2・1212

　佐呂間町では、平成 24 年 4 月から、ＮＴＴドコモが
提供する緊急速報「エリアメール」を導入しましたが、
平成 25 年 4 月から au、ソフトバンクが提供する「緊急
速報メール」も導入しました。
　携帯電話を利用した災害時専用の情報配信サービス
で、気象庁が提供する緊急地震速報や、佐呂間町が配信
する災害・避難情報を佐呂間町に滞在しているドコモ、
au 及びソフトバンクの携帯電話所持者の方に配信する
サービスです。受信料は無料で、受信をすると専用の着
信音が流れ、内容が携帯画面に表示されます。
◆配信内容
○避難勧告　　　　○避難指示
○警戒区域情報　　○津波警報
○大津波警報
○指定河川洪水警報（はん濫注意情報を除く）
○その他緊急性の高い内容
◆対応機種
　各種携帯電話会社ホームページなどで最新の対応機種
　情報をご確認ください。
◆受信条件
○緊急速報の受信設定が「利用する」に設定されている。
※機種によって設定方法が異なります。
○圏外、通話中、パケット通信中、セルフモードなどの
　サービス使用時、契約状態が「解約」・「休止」の場合
　は情報を受信できません。

【お問い合わせ】
役場総務課総務係　Tel　2・1211

　地域で働く在職者のスキルアップ
を目的に能力開発セミナーを無料で
開催します。
■対象者　在職者の方
■定　員　10 人
■場　所　
　遠紋地域人材開発センター
　遠軽町岩見通北 10 丁目 1-4
☆パソコン活用科
　ワープロ検定 3 級取得を目標と
　したコースです。
○募集期間　5 月 1 日～ 30 日
☆プレゼン技術科
　パワーポイントの基本をマスター
　するコースです。
○募集期間　6 月 5 日～ 7 月 2 日
☆パソコン活用科
　表計算検定 3 級取得を目標とし
　たコースです。
○募集期間　7 月 2 日～ 26 日

【お問い合わせ・申込】
遠紋地域人材開発センター運営協会
Tel　0158・42・4037
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　4 月 15 日現在の町営住宅空き家
状況をお知らせします。

■栄団地
2 階建 3LDK　1 階 1 戸 15,300 円～
2 階建 3LDK　2 階 1 戸 15,300 円～
■西富団地
2 階建 2LDK　2 階 1 戸 14,600 円～
2 階建 3LDK　2 階 2 戸 15,200 円～

　上記の他にも入居可能な町営住宅
がありますので、入居申込など詳し
くはお問い合わせください。

【お問い合わせ】
役場建設課管理係　Tel　2・1210

　紋別保健所で広域紋別病院精神科
医師による〝こころの健康相談〟を
実施します。「家族に元気がなく、
沈みこんでいる。」「最近、眠ること
ができない。」などの心配事があり
ましたら、ぜひ〝こころの健康相談〟
を活用してください。

■日時　5 月 13 日　　7 月   8 日
　　　　9 月   9 日　  11 月 11 日
　　　　平成 26 年 1 月 20 日
　　　　平成 26 年 3 月 10 日
　　　○全日程 15 時～ 17 時
■場所　紋別保健所
　　　　紋別市南ヶ丘 1 丁目 6-1

【お問い合わせ】
紋別保健所健康推進課
精神保健福祉係
Tel　0158・23・3108

■講習期間
　5 月 11 日　　5 月 25 日
　6 月   8 日　　6 月 22 日
　7 月   6 日
○全日程 13 時～ 15 時
■場　　所
　遠紋地域人材開発センター
　遠軽町岩見通北 10 丁目
■講　　師　遠軽手打ち蕎麦同好会
　　　　　　会長　水川　勝　氏
■受 講 料　10,000 円
　（5 回分の用具使用料含む）
■材 料 代　500g　3,500 円
　（1 回 500g ＠ 700 円× 5 回）

【お問い合わせ・申込】
遠紋地域人材開発センター運営協会
Tel　0158・42・4037
　

　佐呂間町では二酸化炭素削減と環境の負荷に配慮した
新エネルギーの普及促進のため「住宅用太陽光発電シス
テム」を導入される方に、設置費用の一部を助成します。

■助成期間　平成 27 年 3 月まで
■対象者
　次の要件を全て満たし、自ら北電と電灯契約を締結す
　る方。（1 回のみ）
○町内居住の方
○町内の施工事業者（各メーカー発行の施行店 ID 取得
　者）により設置する方
○国の補助事業に基づく補助金の交付を受けられる方
○借家の場合は、書面による所有者の承諾を得られる方
○町税などの滞納がない方
■対象となる太陽光発電システムの主な条件
○財団法人省エネルギーセンターに登録される省エネナ
　ビ若しくは同等以上の機器が設置されていること
○未使用のもの
○低圧配電線と逆潮流ありで連携し、北電と電灯契約を
　締結できること
○太陽電池の最大出力の合計値が 10kW 未満のもの
■補助金額と算定方法
○ 1kW 当たり 30,000 円
○算定方法は設置する発電システムの最大出力の合計値
　（kW 表示とし少数第 3 位を四捨五入し第 2 位までと
　する）に 30,000 円を乗じた額（千円未満は切捨て）
※国の補助金は継続される予定です。詳しくはホーム
　ページをご覧ください。
◇ http://www.j-pec.or.jp
■モニターの実施
　補助金を受けられた方は、設置後 1 年間発電システ
　ムの運転状況を報告していただきます。

【お問い合わせ】
○設置補助金制度について
役場町民課生活環境係　Tel　2・1213
○余剰電力買取制度ホームページ
http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/

　５月は、固定資産税（第 1 期）、軽自動車税（全期）
を納付する月です。忘れずに納めましょう。
　事情があって「納期限までに納められない」又は「一
度に納められない」などの納税の相談や、町税について
不明な点がありましたらお問い合わせください。

【お問い合わせ】
役場企画財政課資産税係・徴収対策室
Tel　2・1214

　佐呂間町では、0 歳～中学生までの医療費無料化
を実施していますが、下記の理由で受給者証を使用
できなかった場合は、役場保健福祉課、若佐支所、
浜佐呂間出張所へ申請して医療費助成を受けてくだ
さい。
①北海道外の医療機関などで受診した場合。
②医療機関に受給者証の使用を断られた場合。
③保険診療給付に準じて行われる、補装具・コルセッ
　ト・弱視矯正用メガネ・はり灸師の施術などの支
　払い。
④受給者証を提出できずに受診した場合。
◆申請に必要なもの
①健康保険証
②印鑑（スタンプ式は不可）
③助成金の振込先口座
④領収書（医療機関、処方箋薬局、補装具作成業者
　など）
※申請には〝領収書〟が必要です。紛失された場合
　は申請することができませんので、〝領収書〟は
　大事に保管してください。また、自費診療分、食
　事代、容器代などの保険適用外分は該当しません。
※交通事故や学校内行事などの第三者行為によるケ
　ガなどの治療に該当する場合は、乳幼児医療費受
　給者証は使用できません。（損害保険や自動車保
　険などで保険診療費医療費が賄われてしまう場合
　など）
◆その他の手続き
　次の場合は届出が必要です。
○乳幼児の加入している健康保険証に変更があった
　とき。
○住所・氏名・保護者・主たる生計維持者などに変
　更があったとき。
○受給者証を紛失・破損・汚した場合などは、再交
　付の申請をしてください。
◆受給者証を返却していただくとき。（受給資格が
　失われるとき）
○町外へ転出する場合。
○重度心身障害者（児）、ひとり親家庭等医療費助
　成金受給者や生活保護受給世帯になったとき。

【お問い合わせ】
役場保健福祉課医療保険係　Tel　2・1212

■作業時間　7 時～ 17 時
■休憩・休息　
　午前・午後各 15 分、昼休み 60 分
■昼　食　本人持参
■間　食　1 日 2 回
■交通費　実費支給

◆ビート移植：6,200 円
　畑収穫・ビート間引き・機械移植・
　畑除草・ビート育苗・農作業準備

◆パートタイム労務賃金
　1 時間当たり　　　　 720 円
　時間外 1 時間当たり　720 円

佐呂間町農業労務者受入協議会決定

　 道 内 179 市 町 村 の う ち、150 の
市町村には弁護士が定住、法律事務
所開設がされていない「弁護士不在
地域」です。
　釧路弁護士会では、釧路弁護士会
の管内について弁護士不在地域にお
ける無料法律相談を一斉に実施する
ことになりました。
　無料相談における相談内容に制限
は無く、秘密厳守です。この機会に
ぜひ無料相談をご利用ください。

■日時　5 月 13 日　13 時～ 16 時
■場所　佐呂間コミセン第 1 研修室
■佐呂間町担当弁護士
　友澤　太郎　弁護士
　（ともざわ法律事務所：北見市）
■予約制　予約開始：5 月 7 日
　（当日対応可能な場合もあります
　のでお問い合わせください。）

【予約・お問い合わせ】
役場総務課総務係　Tel　2・1211

　平成 25 年度調理師試験が下記の
とおり実施されます。
■願書受付期間
　5 月 13 日～ 24 日
■願書配布・提出先
　最寄りの保健所
■試験日時
　8 月 29 日　13 時 30 分～ 16 時
■試験地　北見市
■受験資格
　学校教育法に基づく高等学校の入
　学資格を有する方で、多数人に対
　して飲食物を調理して供与する施
　設などで 2 年以上調理業務に従事
　した方。パート又はアルバイトの
　場合は、週 4 日以上かつ 1 日 6 時
　間以上勤務している場合に限る。
※詳細についてはお問い合わせくだ
　さい。

【お問い合わせ】
紋別保健所健康推進課健康増進係
Tel　0158・23・3108
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　5月は
☆固定資産税　　第 1期
☆軽自動車税　　全　期
　の納期です。

－ 3月末現在－
人　口　5,688 人（－ 17）
　男　　2,722 人（－   4）
　女　　2,966 人（－ 13）
世帯数　2,450 戸（＋   2）
（）内は前月比です。

☆納税（納付）と滞納
　税金・保険料は、定められた納期限までに納めなけれ
ばなりません。納期限を 1 日でも過ぎると〝滞納〟に
なります。滞納を放置しておくことは納期限までに納め
た方との公平性を欠くことになります。
☆もういちど納付書をご確認ください !!
　平成 24 年度の町道民税・固定資産税・軽自動車税・
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料は、
5 月 31 日までに全ての納付が無い場合、〝滞納処分〟の
該当となります。
☆滞納整理
　納税通知書、督促状・催促書、電話・訪問などによる
納付催促を行っても納付が無い場合は、税負担の公平性
を保つため、地方税法などの規定に基づき〝滞納処分〟
を行います。滞納処分では、所有財産の調査（金融機関
への預貯金等調査・勤務先への給与額調査）を行うこと
があります。また、実際に〝差押え〟を行う場合は、滞
納者やその関係者の住居を相手方の意志に関係なく強制
的に捜索することができます。（調査・捜索は法律に基
づき事前の了解を得ずに行うことができます。）差押え
対象財産は、不動産・預貯金・給与・生命保険・動産な
どがあります。
☆納税相談
　納期内に納税・納付できない方は、事情によっては分
納もできますのでお早めにご相談ください。督促状や催
促状を放置しても解決にはなりません。電話相談も対応
していますので、ぜひ一度ご相談ください。

【お問い合わせ】
役場企画財政課・徴収対策室　Tel　2・1214
○窓口受付　月～金曜日　8 時 30 分～ 17 時 15 分

　本年度の道路整備として、佐呂間 8 線道路・佐呂間宮前北道
路、佐呂間宮前南 2 号道路の 3 路線について改良舗装工事を下
記のとおり行います。工事期間中は大変ご迷惑をおかけします
が、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。

①佐呂間 8 線道路　　　　L ＝ 197 ｍ（5 月上旬～ 9 月上旬予定）
②佐呂間宮前北道路　　　L ＝ 191 ｍ（5 月上旬～ 9 月下旬予定）
③佐呂間宮前南 2 号道路　L ＝ 177 ｍ（5 月上旬～ 9 月下旬予定）

工事路線

通常路線

　放送大学はテレビなどの放送やイ
ンターネットで授業を行う通信制の
大学です。働きながら学んで大学を
卒業したい、学びを楽しみたいなど
様々な目的で、幅広い世代の方が学
んでいます。
　詳しい資料を無料で送付しますの
で、お気軽にお問い合わせください。
■募集学生の種類
○教養学部
　科目履修生・選科履修生・全科履
　修生
○大学院
　修士科目生・修士選科生　
※学生の種類によって学習期間が異
　なります。
■出願期間　6 月 15 日～ 8 月 31 日
　（ネット出願は 6 月 1 日受付開始）

【無料資料請求・お問い合わせ】
放送大学北海道学習センター
Tel　011・736・6318
○放送大学ホームページ
　http://www.ouj.ac.jp

　不法無線局から出される電波（不
法電波）は、消防、救急、警察や鉄
道、航空機など人命に関わる重要無
線通信を妨害して、私たちの生活を
脅かします。電波のルールをしっか
り確認し、守りましょう。
☆無線機の使用には技適マークの確 
　認を !!
☆電波の利用には原則、免許が必要 !
☆外国規格の無線機は国内では使用
　できません。

　　　　　

　電波に関する困りごとやご相談は
北海道総合通信局へお問い合わせく
ださい。

【お問い合わせ】
北海道総合通信局　
Tel　011・737・0099
○ホームページ
http://www.soumu.go.jp/soutsu/ 
　　　hokkaido/

　オホーツク圏の環境保全に配慮した、地域と〝木〟
の関わりを深める第 28 回 2013 オホーツク木のフェ
スティバルが開催されます。オホーツク圏で生産さ
れた木材・木製品が一堂に集められ、様々な木の製
品が展示・販売されます。皆さんのご来場をお待ち
しています。

■日　時　5 月 17 日～ 19 日　10 時～ 17 時
　　　　　（最終日は 16 時まで）
■場　所　
　北見市三輪 5 丁目 1 番地 4
　サンライフ北見・北見工業技術センター
　スキルアップセンター北見（職業訓練センター）
　サンドーム北見

【お問い合わせ】
木のフェスティバル実行員会
Tel　0157・25・1331
役 場 経 済 課 林 務 係　
Tel　2・1200

■社会福祉協議会
◇香典返しを廃して
　幸　町　　梶　　　秀　一　さん
　若　佐　　坂　本　久　子　さん
　啓　生　　櫛　部　康　博　さん
　宮前町　　但　木　隆　夫　さん
　武　士　　永　井　良　次　さん
◇北老人クラブへ
　　北　　　畠　澤　俊　春　さん
　幸　町　　梶　　　秀　一　さん
◇啓生地区・啓生老人クラブ・啓生婦人部へ
　啓　生　　櫛　部　康　博　さん

　この度、佐呂間町にシンデレラ夢
まつりに役立ててくださいと、匿名
で篤志寄付がありました。
　大変ありがとうございました。

※
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　子育て支援センター〝あいあい〟も 25 年度の事業が始まり、
お部屋の中には子どもたちの元気な声が響いています。〝あい
あい〟では、お子さんの年齢に合わせた活動を行ったり、様々
な情報をお伝えしていきます。活動日や活動内容をご確認の上、
お気軽にご利用ください。
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　1、2 歳児以上の保護者を対象に「歯の大
切さについて」のお話です。保健師から生活
習慣との関係や、虫歯予防についてのお話を
聞きます。この機会にお母さんが正しい虫歯
予防を知り、お子さんの歯を守りましょう。
対象者には案内ハガキを送付します。
◆日程　5 月 22 日（水）　
　　　　10 時 30 分～ 11 時 30 分
※参加される方は 5 月 20 日までに申込んで
　ください。

　妊婦・0 歳児保護者を対象とした「パパマ
マたまご教室」が始まります。今回は保健師
による〝予防接種について〟のお話です。4
月から定期接種が増えたり、接種時期が変更
になっていますので、この機会にご確認くだ
さい。皆さんのご参加をお待ちしています。
対象者には案内ハガキを送付します。
◆日程　5 月 8 日（水）　
　　　　10 時 30 分～ 11 時 30 分
※参加される方は 5 月 2 日までに申込んで
　ください。

　今月は栄養士相談日です。お子さんの発育
や離乳食、偏食について困っていることや聞
きたいことがありましたら、お気軽にご相談
ください。
◆日程　5 月 9 日（木）　10 時～ 11 時 30 分
※支援センターは自由開放日です。相談のな
　い方も遊びに来てください。

　5 月 29 日は、子育てサークル〝手をつな
ごう〟のお母さんたちによるフリーマーケッ
トです。子ども服や靴、本（絵本・育児書）
やマタニティー用品など、子どもたちの生活
に関する品物が出品されますので、足を運ん
でみてください。
◆日程　5 月 29 日（水）10 時～ 11 時 30 分
☆お問い合わせ　子育て支援センター

　今井經二氏が永年行政相談委員を務めた功績により表
彰を受けられました。行政相談委員は、総務大臣からの
委嘱を受け行政と住民のパイプ役として、行政が行う仕
事などについての苦情や困りごとなどの相談に応じる職
です。今井氏は平成 19 年 4 月から平成 25 年 3 月まで
の 6年間行政相談委員としてご尽力されました。表彰は
4月 23 日、役場応接室で行われ、総務省北海道管区行政
評価局旭川行政評価分室の神尾謙二評価監視官からねぎ
らいの言葉とともに感謝状が手渡されました。

　4月から地場産品研究開発センターに新しいパン焼機を導入し
ました。今までの機械では焼くことができなかった〝フランス
パン〟も焼くことができ、一度に焼くことができる数も増えま
した。また、このほかにも真空パック加工の機械や豆腐をつく
る設備など様々な設備があります。皆さんぜひ、ご利用ください。
☆利用申込・お問い合わせ　役場農務課農政係　Tel　2・1209
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デイライト運動通年展開中 !! 昼間も
点灯で交通事故減少に効果 !! あなた
も参加しませんか？

　4月 5日、〝春の全国交通安全運動 in サロマ〟
と題し交通安全のイベントが武道館・温水プー
ル駐車場で行われました。イベントではこの春
佐呂間小学校に入学する双子の児童 2組が警察
官の制服を着用し、交通安全の文字の入った凧
をあげ、道々富武士佐呂間線で啓発資材配布を
行いました。この日は天候にも恵まれ、交通安
全の願いとともに、凧は糸を伸ばしていくほど
空高く舞いあがりました。交通死亡事故 0の日
数もこのままのびていくことが願われます。

写真：左から今井氏、川又副町長


